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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの開口を含む誘電物質と、
　前記少なくとも１つの開口内に位置する結晶粒成長促進層と、
　前記結晶粒成長促進層の上にめっきシード層を堆積し、該めっきシード層をアニールす
ることにより形成された、該結晶粒成長促進層の上に位置する凝集めっきシード層と、
　前記少なくとも１つの開口内かつ前記凝集めっきシード層の上面の上に位置する導電性
構造であって、バンブー微細構造を有し平均グレイン・サイズが０．０５ミクロンよりも
大きい金属含有導電性物質を含み、（１１１）結晶方位を有する導電性結晶粒を含む、導
電性構造と、
を含む、相互接続構造。
【請求項２】
　前記誘電物質が、ＳｉＯ２、シルセスキオキサン、Ｓｉ、Ｃ、Ｏ、およびＨの原子を含
むＣをドーピングした酸化物、または熱硬化性ポリアリーレン・エーテルの１つである、
請求項１に記載の相互接続構造。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの開口が、ライン開口、バイア開口、ライン開口およびバイア開口
の組み合わせ、またはそれらの組み合わせである、請求項１または２に記載の相互接続構
造。
【請求項４】
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　前記結晶粒成長促進層が、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｍｏ、Ｒｅ、Ｈｆ、Ｎｂ、または
それらの合金を含む、請求項１から３のいずれかに記載の相互接続構造。
【請求項５】
　前記結晶粒成長促進層が０．５ｎｍから１０ｎｍの厚さを有する、請求項１から４のい
ずれかに記載の相互接続構造。
【請求項６】
　前記結晶粒成長促進層の下に位置する拡散バリアを更に含み、前記拡散バリアが、Ｔａ
、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、Ｗ、ＷＮ、または他の、導電性物質の拡散を防
ぐバリアとして機能することができるいずれかの物質を含む、請求項１から５のいずれか
に記載の相互接続構造。
【請求項７】
　前記凝集めっきシード層がＣｕまたはＣｕ含有合金を含む、請求項１から６のいずれか
に記載の相互接続構造。
【請求項８】
　少なくとも１つの開口を含む誘電物質と、
　前記少なくとも１つの開口内に位置する結晶粒成長促進層と、
　前記結晶粒成長促進層の上にめっきシード層を堆積し、該めっきシード層をアニールす
ることにより形成された、該結晶粒成長促進層の上に位置する凝集めっきシード層と、
　前記少なくとも１つの開口内かつ前記凝集めっきシード層の上面の上に位置する導電性
構造であって、バンブー微細構造を有し平均グレイン・サイズが０．０５ミクロンよりも
大きい金属含有導電性物質を含む、導電性構造と、
を含み、前記凝集めっきシード層と前記導電性構造との間に別のめっきシード層が位置し
ている、相互接続構造。
【請求項９】
　前記導電性構造の前記金属含有導電性物質が、導電性金属、少なくとも１つの導電性金
属を含む合金、または導電性金属シリサイドを含む、請求項１から７のいずれかに記載の
相互接続構造。
【請求項１０】
　前記金属含有導電性物質が、Ｃｕ、Ａｌ、Ｗ、およびＡｌＣｕから成る群から選択され
た導電性金属である、請求項９に記載の相互接続構造。
【請求項１１】
　前記導電性構造が、開放バイア底部、固定バイア底部構造、または閉鎖バイア底部に存
在する、請求項１から７、９、１０のいずれかに記載の相互接続構造。
【請求項１２】
　前記導電性構造が、銅含有導電性構造である、請求項１から７、９から１１のいずれか
１項に記載の相互接続構造。
【請求項１３】
　誘電物質に少なくとも１つの開口を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの開口内に結晶粒成長促進層を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの開口内にめっきシード層を堆積し、該めっきシード層をアニール
することにより凝集めっきシード層を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの開口内かつ前記凝集めっきシード層の上に導電性構造を形成する
ステップであって、前記導電性構造が、バンブー微細構造を有し平均グレイン・サイズが
０．０５ミクロンよりも大きい金属含有導電性物質を含み、（１１１）結晶方位を有する
導電性結晶粒を含む、ステップと、
を含む、相互接続構造を形成する方法。
【請求項１４】
　前記結晶粒成長促進層を形成する前に前記少なくとも１つの開口内に拡散バリアを形成
するステップを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記結晶粒成長促進層を形成する前記ステップが４００℃以下の堆積温度で行われる、
請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記アニールが、還元性雰囲気または真空下で２００℃から４００℃までの温度で実行
される、請求項１３から１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　誘電物質に少なくとも１つの開口を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの開口内に結晶粒成長促進層を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの開口内にめっきシード層を堆積し、該めっきシード層をアニール
することにより凝集めっきシード層を形成するステップと、
　前記凝集めっきシード層の上に別のめっきシード層を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの開口内かつ前記凝集めっきシード層の上に導電性構造を形成する
ステップであって、前記導電性構造が、バンブー微細構造を有し平均グレイン・サイズが
０．０５ミクロンよりも大きい金属含有導電性物質を含む、相互接続構造を形成する方法
。
【請求項１８】
　前記導電性構造を形成する前記ステップが、前記少なくとも１つの開口内に前記金属含
有導電性物質を堆積することおよび前記金属含有導電性物質をアニーリングすることを含
む、請求項１３から１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記アニーリングが８０℃から３００℃までの温度で実行される、請求項１８に記載の
方法。
【請求項２０】
　前記導電性構造が、銅含有導電性構造である、請求項１３から１６、１８、１９のいず
れか１項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体構造体およびこれを製造する方法に関する。更に具体的には、本発明
は、グレイン・サイズの大きい導電性構造を用いて、導電性ラインまたはバイアあるいは
その両方、特に７５ｎｍ未満のフィーチャ・サイズを有する細い導電性ラインまたはバイ
アあるいはその両方の抵抗率を低下させる、シングル・ダマシンまたはデュアル・ダマシ
ン・タイプの相互接続構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスは、半導体基板上に製造された集積回路を形成する複数の回路
を含む。通常、基板の表面上に分散した回路要素を接続するために、信号経路の複雑なネ
ットワークをルーティングする。デバイス全体にわたってこれらの信号を効率的にルーテ
ィングするには、例えばシングル・ダマシンまたはデュアル・ダマシン配線構造等の多レ
ベルまたは多層機構の形成が必要である。配線構造は典型的に銅（Ｃｕ）を含む。これは
、Ｃｕベースの相互接続では、アルミニウム（Ａｌ）・ベースの相互接続に比べて、複雑
な半導体チップ上の多数のトランジスタ間での信号送信が高速であるからである。
【０００３】
　典型的な相互接続構造内では、金属バイアは半導体基板に対して垂直に延在し、金属ラ
インは半導体基板に対して平行に延在する。今日のＩＣ製品チップにおいては、金属ライ
ンおよび金属バイア（例えば導電性フィーチャ）を、二酸化シリコンよりも誘電率が低い
誘電物質に埋め込むことによって、信号速度を更に向上させ、隣接する金属ラインでの信
号（「クロストーク」として知られる）を軽減させる。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の相互接続構造における１つの大きな問題は、導電性領域内に多数のエレクト
ロマイグレーション経路があるために、導電性領域内の導電性物質のエレクトロマイグレ
ーション抵抗力が低いことである。経路が多数あるのは、導電性物質の微細構造および平
均グレイン・サイズの結果であると考えられている。当業者に既知であるように、エレク
トロマイグレーションは主に、（１）導電性物質と誘電キャップとの間の界面拡散、およ
び（２）導電性物質の結晶粒界に沿ったバルク拡散によって引き起こされる。かかるデバ
イスのスケーリングのために、今後の半導体技術においてエレクトロマイグレーションの
問題は深刻になると予想されている。
【０００５】
　本発明において対処する１つの問題は、導電性ラインおよびバイアについて見られる高
い電気抵抗率である。これは、導電性ラインまたはバイアあるいはその両方のフィーチャ
・サイズが７５ｎｍ未満に縮小すると顕著な問題となる。この高抵抗の大部分は、例えば
銅（Ｃｕ）フィーチャ等の導電性フィーチャにおける小さいグレイン・サイズ（約０．０
２ミクロン以下）に起因する可能性がある。結晶粒界の拡散によって、導電性金属におけ
る抵抗が上昇することがある。導電性フィーチャ内の導電性金属の小さいグレイン・サイ
ズは、これを形成する際に用いられた以前のプロセス技術によって生じている。もっと大
きい寸法の世代において観察された結晶粒成長は、極めて小さいフィーチャでは見られな
い。表層（overburden）からの粒界運動は小さいフィーチャには拡大しないからである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの態様によれば、従来技術の相互接続構造に見られた高い電気的抵抗を大
幅に低減させるか、場合によっては除去する相互接続構造を形成する方法が提供される。
本発明の一実施形態では、この方法は、誘電物質に少なくとも１つの開口を形成するステ
ップを含む。その後、少なくとも１つの開口内に結晶粒成長促進層を形成する。結晶粒成
長促進層を形成した後、結晶粒成長促進層の露出表面上に凝集めっきシード層を形成する
。凝集めっきシード層は、堆積およびその後のアニールによって形成される。第１のアニ
ールは、少なくとも１つの開口内で堆積されためっきシード層の凝集を引き起こす条件下
で実行される。凝集の多くは、構造の上部水平表面上でなく、少なくとも１つの開口内で
発生する。第１のアニールの後、少なくとも１つの開口内に導電性構造を形成する。導電
性構造の形成は、金属含有導電性物質を堆積し、その後で第２のアニールを行って、金属
含有導電性物質の結晶粒を成長させることによって行われる。
【０００７】
　一実施形態においては、少なくとも１つの開口内で結晶粒成長促進層を形成する前に少
なくとも１つの開口内に拡散バリアを形成する。別の実施形態では、凝集めっきシード層
を形成するステップと導電性構造を形成するステップとの間に、少なくとも１つの開口内
に別のめっきシード層を形成することができる。
【０００８】
　上述の方法によって、少なくとも１つの開口内に、バンブー微細構造を有し平均グレイ
ン・サイズが０．０５ミクロンよりも大きい導電性構造が生成される。いくつかの実施形
態では、少なくとも１つの開口内の導電性構造は、（１１１）結晶方位を有する結晶粒を
含む。
【０００９】
　本発明の別の態様においては、電気的抵抗が軽減した相互接続構造が提供される。この
相互接続構造は、少なくとも１つの開口を含む誘電物質を含む。少なくとも１つの開口内
には、結晶粒成長促進層、結晶粒成長促進層の上面上に位置する凝集めっきシード層、凝
集めっきシード層の上面の上に位置する導電性構造が配置される。典型的にはＣｕである
金属含有導電性物質を含む導電性構造は、バンブー微細構造を有し、平均グレイン・サイ
ズが０．０５ミクロンよりも大きい。いくつかの実施形態では、導電性構造は、（１１１
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）結晶方位を有する導電性結晶粒を含む。
【００１０】
　本発明のいくつかの実施形態では、少なくとも１つの開口内に拡散バリアが存在する。
拡散バリアは、少なくとも１つの開口を含む誘電物質の露出側壁と結晶粒成長促進層との
間に位置する。本発明の更に別の実施形態では、凝集めっきシード層と導電性構造との間
に別のめっきシード層が位置している。
【００１１】
　これより添付図面を参照して一例としてのみ本発明の実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に従った相互接続構造を示す図（横断面図）であり、誘電物
質に少なくとも１つの開口が設けられた初期段階を示す。
【図２】少なくとも１つの開口内に任意の拡散バリア層を形成した後の図１の相互接続構
造を示す図（横断面図）である。
【図３】少なくとも１つの開口内に結晶粒成長促進層を形成した後の図２の相互接続構造
を示す図（横断面図）である。
【図４】めっきシード層を形成した後の図３の相互接続構造を示す図（横断面図）である
。
【図５】めっきシード層を凝集させる第１のアニールを実行した後の図４の相互接続構造
を示す図（横断面図）である。
【図６】少なくとも１つの開口内に導電性構造を形成した後の図５の相互接続構造を示す
図（横断面図）である。図示する構造では、右側に閉鎖バイア（closed-via）底部が示さ
れている。
【図７】本発明において形成することができる代替的な相互接続構造を示す図（横断面図
）であり、開放バイア（open-via）底部構造を有する相互接続構造を含む。
【図８】本発明において形成することができる代替的な相互接続構造を示す図（横断面図
）であり、固定バイア（anchored-via）底部構造を有する相互接続構造を含む。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の説明において、本発明のいくつかの態様を理解するため、特定の構造、コンポー
ネント、物質、寸法、処理ステップおよび技法等、多数の具体的な詳細事項を記載する。
しかしながら、本発明はこれらの具体的な詳細事項がなくても実施可能であることは当業
者には認められよう。他の例では、本発明を曖昧にするのを避けるために、周知の構造ま
たは処理ステップについては詳細には記載しない。
【００１４】
　ある層、領域、または基板としての要素が、別の要素の「上に」または「上方に」ある
という場合、これは他の要素の直接上にある可能性があり、または介在する要素が存在す
ることもある。これに対して、ある要素が別の要素の「直接上に」または「直接上方に」
あるという場合、介在する要素は存在しない。また、ある要素が別の要素の「下に」また
は「下方に」あるという場合、これは別の要素の直接下にあるか、もしくは直接下方にあ
る可能性があり、または介在する要素が存在する場合もあることは理解されよう。これに
対して、ある要素が別の要素の「直接下に」または「直接下方に」あるという場合、介在
する要素は存在しない。
【００１５】
　これより、以下の説明および本出願の添付図面を参照することにより、本発明の実施形
態について更に詳細に記載する。本発明の図面は、本明細書において以下で更に詳細に参
照するが、例示的な目的で与えるものであり、このため一定の縮尺どおりに描かれている
わけではない。
【００１６】
　最初に、本発明のいくつかの実施形態において使用可能な初期相互接続構造１０を例示



(6) JP 5444471 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

する図１を参照する。具体的には、図１に示す初期相互接続構造１０は多レベル相互接続
を含み、これは誘電キャッピング層１４によって部分的に分離された下部相互接続レベル
１２および上部相互接続レベル１６を含む。下部相互接続レベル１２は、１つ以上の半導
体デバイスを含む半導体基板の上に位置付けることができ、少なくとも１つの導電性フィ
ーチャ（すなわち導電性領域）２０を有する第１の誘電物質１８を含む。導電性フィーチ
ャ２０は、バリア層２２によって第１の誘電物質１８から分離されている。上部相互接続
レベル１６は、少なくとも１つの開口が内部に位置付けられた第２の誘電物質２４を含む
。図１には２つの開口が示されている。すなわち、参照番号２６はシングル・ダマシン構
造のためのライン開口を示し、参照番号２８Ａおよび２８Ｂはそれぞれデュアル・ダマシ
ン構造のためのバイア開口およびライン開口を示す。図１は別個のライン開口とバイアお
よびラインのための開口とを示すが、本発明は、ライン開口のみが存在する場合、または
バイアおよびラインの組み合わせのための開口が存在する場合も想定する。少なくとも１
つの開口のフィーチャ・サイズは様々である場合がある。いくつかの実施形態では、少な
くとも１つの開口のフィーチャ・サイズは７５ｎｍ未満である。
【００１７】
　図１に示す初期相互接続構造１０は、当技術分野において周知の標準的な相互接続処理
を用いて形成することができる。例えば、初期相互接続構造１０は、基板（図示せず）の
表面に第１の誘電物質１８を適用することによって形成することができる。図示しない基
板は、半導体物質、絶縁性物質、導電性物質、またはそれらのいずれかの組み合わせを含
むことができる。基板が半導体物質から構成される場合、Ｓｉ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、
ＳｉＣ、Ｇｅ合金、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、および他のＩＩＩ／ＶまたはＩＩ／Ｖ
Ｉ化合物半導体等のいずれかの半導体を用いることができる。これらの列挙した半導体物
質の種類に加えて、本発明は、半導体基板が、例えばＳｉ／ＳｉＧｅ、Ｓｉ／ＳｉＣ、シ
リコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）、またはシリコン・ゲルマニウム・オン・イン
シュレータ（ＳＧＯＩ）等の多層半導体である場合も想定する。
【００１８】
　基板が絶縁性物質である場合、絶縁性物質は、有機絶縁体、無機絶縁体、または多層を
含むそれらの組合せとすることができる。基板が導電性物質である場合、基板は、例えば
ポリシリコン、元素金属、元素金属の合金、金属シリサイド、金属窒化物、または多層を
含むそれらの組み合わせを含むことができる。基板が半導体物質を含む場合、例えば相補
型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）デバイス等の１つ以上の半導体デバイスをその上に製造
することができる。
【００１９】
　下部相互接続レベル１２の第１の誘電物質１８は、無機誘電体または有機誘電体を含む
いずれかのレベル間またはレベル内相互接続誘電体を含むことができる。第１の誘電物質
１８は、多孔性または非多孔性とすることができる。第１の誘電物質１８として使用可能
な適切な誘電体のいくつかの例は、限定ではないが、ＳｉＯ２、シルセスキオキサン、Ｓ
ｉ、Ｃ、Ｏ、およびＨの原子を含むＣをドーピングした酸化物（すなわちオルガノシリケ
ート）、熱硬化性ポリアリーレン・エーテル、またはそれらの多層を含む。「ポリアリー
レン」という言葉は、本出願において、結合、縮合環、または例えば酸素、硫黄、スルホ
ン、スルホキシド、カルボニル等の不活性連結基によって連結されたアリール部または不
活性置換アリール部を示すために用いられる。
【００２０】
　第１の誘電物質１８は典型的に約４．０以下の誘電率を有するが、いっそう典型的には
誘電率は約２．８以下である。これらの誘電体は一般に、誘電率が４．０よりも高い誘電
物質に比べて寄生クロストークが小さい。第１の誘電物質１８の厚さは、用いる誘電物質
および下部相互接続１２内の誘電体の正確な数に応じて変動し得る。典型的に、通常の相
互接続構造では、第１の誘電物質１８は２００ｎｍから４５０ｎｍの厚さを有する。
【００２１】
　また、下部相互接続レベル１２は、第１の誘電物質１８に埋め込まれた（すなわちその
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内部に位置する）少なくとも１つの導電性フィーチャ２０を有する。導電性フィーチャ２
０は、バリア層２２によって第１の誘電物質１８から分離された導電性領域を含む。導電
性フィーチャ２０を形成するには、リソグラフィを実行し（すなわち第１の誘電物質１８
の表面にフォトレジストを塗布し、フォトレジストを所望の放射パターンに露光し、従来
のレジスト現像剤を用いて露光したレジストを現像する）、第１の誘電物質１８に開口を
エッチングし（ドライ・エッチングまたはウェット・エッチング）、エッチングした領域
をバリア層２２で充填し、次いで導電性物質で充填して、導電性領域を形成すれば良い。
バリア層２２は、Ｔａ、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、Ｗ、ＷＮ、または他の、
導電性物質の拡散を防ぐバリアとして機能することができるいずれかの物質を含むことが
でき、典型的には堆積プロセスによって形成される。この堆積プロセスは例えば、原子層
堆積（ＡＬＤ）、化学気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ増強化学気相堆積（ＰＥＣＶＤ）、
物理気相堆積（ＰＶＤ）、スパッタリング、化学溶液堆積、またはめっき等である。
【００２２】
　バリア層２２の厚さは、堆積プロセスの正確な手段および用いる物質に応じて変動し得
る。典型的には、バリア層２２は４ｎｍから４０ｎｍまでの厚さを有するが、いっそう典
型的には厚さは７ｎｍから２０ｎｍである。バリア層２２の形成後、第１の誘電物質１８
内の開口の残りの領域を導電性物質で充填して、導電性領域を形成する。導電性領域を形
成する際に用いる導電性物質は、例えば、ポリシリコン、導電性金属、少なくとも１つの
導電性金属を含む合金、導電性金属シリサイド、またはそれらの組み合わせを含む。好ま
しくは、導電性領域を形成する際に使用可能な導電性物質は、例えばＣｕ、Ｗ、またはＡ
ｌ等の金属含有導電性物質であり、本発明のいくつかの実施形態では、ＣｕまたはＣｕ合
金（ＡｌＣｕ等）が好適である。限定ではないが、ＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ、スパッタリング
、化学溶液堆積、またはめっきを含む従来の堆積プロセスを用いて、第１の誘電物質１８
の残りの開口に導電性物質を充填することができる。堆積の後、例えば化学機械研磨（Ｃ
ＭＰ）等の従来の平坦化プロセスを用いることにより、バリア層２２および導電性フィー
チャ２０の各々の上面が第１の誘電物質１８の上面と実質的に同一平面である構造を提供
することができる。
【００２３】
　具体的に図示しないが、本明細書で以下に記載する本発明の方法を用いて、バンブー（
bamboo）微細構造を有し平均グレイン・サイズが０．０５ミクロンより大きい導電性構造
を有する導電性フィーチャ２０を提供することができる。「平均グレイン・サイズ」とい
う言葉は、本出願全体を通して、導電性構造の導電性物質の平均グレイン・サイズを示す
ために用いる。平均グレイン・サイズの測定は、当技術分野において周知である標準的な
技法を用いて行う。例えば、研磨しエッチングした標本を顕微鏡下に配置し、ある領域の
内部の結晶粒の数を数える。次いで、既知の倍率、結晶粒の数、および調べた面積に基づ
いて、微細構造内部の平均グレイン・サイズを計算する。
【００２４】
　少なくとも１つの導電性フィーチャ２０を形成した後、例えばＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ、化
学溶液堆積、または蒸着等の従来の堆積プロセスを用いて、下部相互接続レベル１２の表
面上に誘電キャッピング層１４を形成することができる。いくつかの実施形態では誘電キ
ャッピング層１４を省略する。誘電キャッピング層１４は、例えばＳｉＣ、Ｓｉ４ＮＨ３

、ＳｉＯ２、炭素をドーピングした酸素、窒素および水素をドーピングした炭化シリコン
ＳｉＣ（Ｎ，Ｈ）、またはそれらの多層等、いずれかの適切な誘電キャッピング物質を含
む。キャッピング層１４の厚さは、これを形成するために用いる技法および層の物質組成
に応じて変動し得る。典型的には、キャッピング層１４は１５ｎｍから５５ｎｍまでの厚
さを有するが、もっと典型的には厚さは２５ｎｍから４５ｎｍである。
【００２５】
　誘電キャッピング層１４が存在する場合はその上部露出表面に、または誘電キャッピン
グ層１４が存在しない場合には下部相互接続レベル１２の上に直接に、第２の誘電物質２
４を適用することによって、上部相互接続レベル１６を形成する。第２の誘電物質２４は



(8) JP 5444471 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

、下部相互接続レベル１２の第１の誘電物質１８のものと同一のまたは異なる誘電物質を
含むことができるが、同一であることが好ましい。また、第１の誘電物質１８のための処
理技法および厚さ範囲を、ここで第２の誘電物質２４にも適用可能である。上述のように
リソグラフィおよびエッチングを用いて、第２の誘電物質２４に少なくとも１つの開口を
形成する。エッチングは、ドライ・エッチング・プロセス、ウェット・エッチング・プロ
セス、またはそれらの組み合わせを含むことができる。本明細書では、「ドライ・エッチ
ング」という言葉は、反応性イオン・エッチング、イオン・ビーム・エッチング、プラズ
マ・エッチング、またはレーザ・アブレーション等のエッチング技法を示すために用いる
。図１には２つの開口が示されている。すなわち、参照番号２６はシングル・ダマシン構
造のためのライン開口を示し、参照番号２８Ａおよび２８Ｂはそれぞれデュアル・ダマシ
ン構造のためのバイア開口およびライン開口を示す。本発明は、開口２６のみまたは開口
２８Ａおよび２８Ｂのみを含む構造も想定することを、ここで再び強調しておく。
【００２６】
　バイア開口２８Ａおよびライン開口２８Ｂを形成する例では、相互接続レベル１２およ
びレベル１６間の電気的接触を形成するために、エッチング・ステップによって、導電性
フィーチャ２０の上に位置する誘電キャッピング層１４の部分を除去する。
【００２７】
　第２の誘電物質２４の全露出表面（開口内の壁表面を含む）上に任意の拡散バリア３０
を形成することによって、拡散バリア特性を有する任意の拡散バリア３０を設けることが
できる。これによって得られる任意のバリア層３０を含む構造を、例えば図２に示す。任
意の拡散バリア３０は、バリア層２２のものと同一のまたは異なる物質を含む。従って、
任意の拡散バリア３０は、Ｔａ、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、Ｗ、ＷＮ、また
は他の、導電性物質の拡散を防ぐバリアとして機能することができるいずれかの物質を含
むことができる。また、これらの物質を組み合わせて多層積層拡散バリアを形成すること
も想定される。例えば、原子層堆積（ＡＬＤ）、化学気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ増強
化学気相堆積（ＰＥＣＶＤ）、物理気相堆積（ＰＶＤ）、スパッタリング、化学溶液堆積
、またはめっき等の堆積プロセスを用いて、任意の拡散バリア３０を形成することができ
る。
【００２８】
　任意の拡散バリアが存在する場合、任意の拡散バリア３０の厚さは、バリア内の物質層
の数、これを形成する際に用いる技法、および拡散バリア自体の物質に応じて変動し得る
。典型的に、任意の拡散バリア３０は４ｎｍから４０ｎｍまでの厚さを有するが、いっそ
う典型的には厚さは７ｎｍから２０ｎｍである。
【００２９】
　図３は、任意の拡散バリア３０の上に結晶粒成長促進層（ＧＧＰＬ）３２を形成した後
の図２の構造を示す。任意の拡散バリア３０が存在しない実施形態においては、ＧＧＰＬ
３２は、開口の各々を含む第２の誘電物質２４の露出表面上に形成される。ＧＧＰＬ３２
は、平均グレイン・サイズが０．０５ミクロンよりも大きい導電性物質の形成を助けるい
ずれかの物質、典型的には金属または金属合金によって構成される。ＧＧＰＬ３２に適切
な物質の例は、限定ではないが、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｍｏ、Ｒｅ、Ｈｆ、Ｎｂ、お
よびそれらの合金を含む。いくつかの実施形態では、ＧＧＰＬ３２として、Ｒｕ、Ｉｒ、
Ｃｏ、またはＲｈを用いることが好ましい。
【００３０】
　ＧＧＰＬ３２は、例えば化学気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ増強化学気相堆積（ＰＥＣ
ＶＤ）、原子層堆積（ＡＬＤ）、および物理気相堆積（ＰＶＤ）を含む従来の堆積プロセ
スを用いて形成することができる。ＧＧＰＬ３２の厚さは、例えばＧＧＰＬ３２の組成物
質、およびこれを形成する際に用いた技法を含む多数の要因に応じて変動し得る。典型的
に、ＧＧＰＬ３２は０．５ｎｍから１０ｎｍまでの厚さを有するが、より典型的には厚さ
は６ｎｍ未満である。
【００３１】
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　ＧＧＰＬ３２と後に堆積されるめっきシード層（複数の層）／金属含有導電性物質との
間の低い界面エネルギによって、ＧＧＰＬ３２は、バンブー微細構造を有し平均グレイン
・サイズが０．０５ミクロンよりも大きい導電性構造を形成するのを助ける。
【００３２】
　図４は、めっきシード層３４を形成した後に得られる構造を示す。めっきシード層３４
は、少なくとも１つの開口内でこの後に形成される金属含有導電性物質の成長を助ける。
めっきシード層３４は、後に本明細書中で更に詳しく説明する導電性構造３８の形成に用
いるもの等の導電性金属または金属合金を含むことができる。典型的に、導電性構造３８
が金属含有導電性物質としてＣｕを含む場合、めっきシード層３４は、Ｃｕ、ＣｕＡｌ、
ＣｕＩｒ、ＣｕＴａ、ＣｕＲｈ、またはＣｕの他の合金すなわちＣｕ含有合金を含む。
【００３３】
　めっきシード層３４は、例えばＡＬＤ、ＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ、ＰＶＤ、化学溶液堆積、
および他の同様の堆積プロセスを含む従来の堆積プロセスによって形成することができる
。めっきシード層３４の厚さは変動し得るが、当業者に周知の範囲内である。典型的に、
めっきシード層３４は２ｎｍから８０ｎｍまでの厚さを有する。
【００３４】
　本発明のいくつかの実施形態においては、めっきシード層３４は３０℃以下の堆積温度
で形成され、好適な堆積温度は２０℃から－３０℃である。かかる低温堆積によって、こ
の後少なくとも１つの開口内で導電性物質の凝集が起こることを回避する。
【００３５】
　図５は、図４に示す構造に第１のアニールを行った後に形成される構造を示す。第１の
アニールは、めっきシード層３４の実質的な凝集を引き起こす条件のもとで行われる。図
５では、この第１のアニールによって形成される凝集めっきシード層を３４’として示す
。図５では凝集めっきシード層３４’を連続的な層として示すが、凝集めっきシード層３
４’は、層内に切れ目を含む不連続的なものである場合がある。凝集めっきシード層３４
’が不連続的である場合、下にある拡散バリアまたは第２の誘電物質の部分が露出するこ
とがある。めっきシード層３４の凝集の多くは、相互接続構造の水平表面上でなく、少な
くとも１つの開口内で発生することが観察されている。
【００３６】
　凝集めっきシード層３４’は、少なくとも１つの開口内部にかなり大きい金属の結晶粒
を有すると考えられる。これらの大きい金属の結晶粒は、後に堆積する金属含有導電性物
質の結晶粒成長のためのシード・クリスタリット（seed crystallite）である。例えばシ
ード・クリスタリットのような、これらの大きい金属の結晶粒は、すでに少なくとも１つ
の開口内に存在するので、後の導電性物質堆積アニールの間に大きいグレイン・サイズを
有する導電性構造を得ることができる。
【００３７】
　めっきシード層３４の実質的な凝集を引き起こす第１のアニールは、典型的に２００℃
から４００℃までの温度で行われるが、より典型的には温度は２５０℃から３００℃であ
る。一実施形態では、第１のアニールは、例えばＨ２、Ｎ２、またはそれらの混合物等の
還元性雰囲気において実行される。別の実施形態では、第１のアニールは真空下で行われ
る。第１のアニールは、少なくとも１つの開口内でめっきシード層３４の充分な凝集を引
き起こす時間期間にわたって行われる。典型的には、アニールは１００分以下の時間期間
にわたって実行されるが、より典型的にはこの時間期間は３０分以下である。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態においては、凝集めっきシード層３４’の上に別のめっき
シード層（図示せず）を形成することができる。この別のめっきシード層は、めっきシー
ド層３４と同一のまたは異なるめっきシード物質を含むことができる。典型的には、別の
めっきシード層（図示せず）は、めっきシード層３４と同一のめっきシード物質で構成さ
れる。別のめっきシード層は、めっきシード層３４に関して上述した堆積技法の１つを用
いて形成することができる。また、別のめっきシード層は、めっきシード層３４について
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上述した範囲内の厚さを有することができる。別のめっきシード層は、この後の導電性構
造の形成中にこの下にある拡散バリアまたは第２の誘電物質の部分の露出を確実に防ぐた
めに用いられる。
【００３９】
　図６は、少なくとも１つの開口内に導電性構造３８を形成した後の構造を示す。図６に
示す相互接続構造は本発明の１つの可能な実施形態を表し、図７および図８に示す相互接
続構造は本発明の他の可能な実施形態を表す。図６に、閉鎖バイア底部相互接続構造を示
す。図７では、開放バイア底部構造内に導電性構造３８が形成されている。開放バイア相
互接続構造を形成するには、イオン衝撃または別の同様の方向性エッチング・プロセスを
利用してバイア２８Ａの底部から任意の拡散バリア３０を除去し、その後で他の要素を堆
積する。図８に、固定バイア底部相互接続構造を示す。固定バイア底部相互接続構造を形
成するには、最初に選択的エッチング・プロセスを用いて導電性フィーチャ２０内にくぼ
みをエッチングする。次いで、上述の技法の１つを用いることによって、任意の拡散バリ
ア３０を形成し、バイアおよびくぼみの底部からこれを選択的に除去する。次いで、他の
要素すなわちＧＧＰＬ３２、凝集めっきシード層３４’、および導電性構造３８を上述し
たように形成する。
【００４０】
　図示した構造の各々において、導電性構造３８は、導電性フィーチャ２０のものと同一
のまたは異なる金属含有導電性物質を含むことができるが、同一であることが好ましい。
導電性構造３８の形成に用いる導電性物質はポリシリコンを含まないことに留意すべきで
ある。好ましくは、導電性構造３８の金属含有導電性物質として、Ｃｕ、Ａｌ、Ｗ、また
はそれらの合金が用いられ、最も好適なのはＣｕまたはＡｌＣｕである。導電性構造３８
の金属含有導電性物質は、導電性フィーチャ２０の形成において上述したものと同一の堆
積プロセスを用いて形成する。少なくとも１つの開口内に金属含有導電性物質を堆積した
後、第２のアニールを行うことで、導電性構造３８を形成する。導電性構造３８の形成に
おいて用いられる第２のアニールは、典型的に８０℃から３００℃までの温度で実行され
るが、より典型的には温度は１００℃から２００℃である。第２のアニールは典型的に、
例えばＮ２、Ｈｅ、およびＡｒ等の不活性雰囲気において実行される。第２のアニールの
時間は変動し得る。典型的には、更に一例としては、第２のアニールは６０分以下の時間
期間にわたって実行する。
【００４１】
　このように形成された導電性構造３８は上述したような金属含有導電性物質を含む。導
電性構造３８は更に、バンブー微細構造を有し、平均グレイン・サイズは０．０５ミクロ
ンよりも大きい。一実施形態においては、導電性構造３８の平均グレイン・サイズは０．
０５ミクロンから０．５ミクロンまでである。別の実施形態では、導電性構造３８の平均
グレイン・サイズは０．０８ミクロンから０．２ミクロンまでである。いくつかの実施形
態では、導電性構造３８は（１１１）結晶方位を有する導電性結晶粒を含む。本明細書に
おいて用いる場合、「バンブー微細構造」という言葉は、導電性構造３８の導電性物質を
構成する結晶粒の全てが相互接続の横断面寸法よりも大きいことを示す。相互接続構造の
長さに沿ってバンブー微細構造と多結晶微細構造との混合物である近バンブー微細構造（
near bamboo microstructure）は、バンブー微細構造とは異なる。
【００４２】
　導電性物質を堆積した後、相互接続構造に平坦化を行うことができる。平坦化プロセス
は第２のアニール前または後に行うことができ、これによって、上部相互接続レベル１６
の上部水平表面よりも上に存在する任意の拡散バリア３０、ＧＧＰＬ３２、凝集めっきシ
ード層３４’、および導電性構造３８を除去する。
【００４３】
　本出願の方法は、相互接続構造の相互接続レベルのいずれか１つまたは全てにおける導
電性フィーチャのような導電性構造を形成する際に適用可能である。同じ基本的な処理ス
テップを用いて、例えば電界効果トランジスタ等の他の半導体構造体を形成することがで
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きる。この場合、導電性物質はゲート電極であり、本発明の微細構造および平均グレイン
・サイズを有する。
【００４４】
　相互接続構造内の導電性構造３８のグレイン・サイズおよび形態の効果には以下が含ま
れる。（ｉ）導電性構造３８の比較的大きいグレイン・サイズによって提供される導電性
構造３８は、他の形態と比べて結晶粒界の数が少なく、電子拡散効果が小さく（従来技術
のものよりも約１０％から３０％小さい）、電気抵抗が比較的低い（従来技術のものより
も約１０％から３０％低い）。これらの特性のために、本発明の相互接続構造は、従来の
相互接続構造よりも優れた性能を発揮する。（ｉｉ）バンブー微細構造では、導電性構造
内部に生じるエレクトロマイグレーション経路が少なく、エレクトロマイグレーション抵
抗が高く、（６ｍＡ／μｍ２よりも大きい）電流密度に耐えられ、従って回路の信頼性が
優れている。
【００４５】
　本発明について、その好適な実施形態に関連付けて具体的に図示し記載したが、本発明
の精神および範囲から逸脱することなく、形態および詳細において前述および他の変更を
実施可能であることは当業者には理解されよう。従って、本発明は記載し図示した正確な
形態および詳細に限定されず、添付の特許請求の範囲の範囲内にあることが意図される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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